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外
岡
茂
十
B良

　
中
村
宗
雄
教
授
は
、
明
治
二
十
七
年
八
月
九
日
聯
田
の
猿
樂
町
に
生
ま
れ
、
そ
こ
の
錦
華
高
等
小
學
校
か
ら
大
成
中
學
に
學
ん
だ
、
言

わ
ば
江
戸
で
生
ま
れ
て
江
戸
で
育
つ
た
、
生
粋
の
江
戸
つ
子
で
あ
る
。

　
江
戸
つ
子
の
も
つ
任
侠
と
か
、
淡
泊
と
か
、
負
嫌
と
か
、
と
い
つ
た
氣
風
は
、
教
授
の
擁
ゆ
ま
ざ
る
修
養
に
よ
つ
て
、
年
と
と
も
に
洗

練
さ
れ
、
そ
の
よ
き
意
味
で
の
江
戸
つ
子
か
た
ぎ
は
、
教
授
の
學
究
生
活
の
上
に
も
、
日
常
生
活
の
上
に
も
、
多
く
の
影
響
を
與
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
教
授
は
、
明
治
四
十
四
年
三
月
大
成
中
學
を
卒
え
ら
れ
た
が
、
早
稻
田
大
學
專
門
部
政
治
経
濟
科
二
學
年
に
編
入
さ
れ
た
の
は
、
大
正

二
年
九
月
で
あ
る
。
大
正
四
年
七
月
同
政
治
脛
濟
科
を
卒
業
す
る
と
、
直
ち
に
早
稻
田
大
學
法
學
部
濁
法
科
二
學
年
に
編
入
さ
れ
、
大
正

六
年
七
月
同
凋
法
科
を
卒
業
し
て
お
ら
れ
る
。
大
成
中
學
も
四
年
編
入
で
あ
つ
た
の
で
、
中
學
生
と
し
て
の
ニ
ケ
年
、
大
學
生
と
し
て
の

四
ケ
年
、
こ
れ
が
教
授
の
學
生
生
活
の
全
部
で
あ
る
。
當
時
の
學
制
か
ら
す
れ
ば
、
中
學
が
五
ケ
年
、
高
等
豫
科
が
一
ケ
年
牛
、
大
學
が

三
ケ
年
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
進
學
過
程
は
決
し
て
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
中
學
以
上
の
在
學
年
敷
を
計
算
す
る
と
、
中
學
を
卒
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え
て
高
等
豫
科
に
一
ケ
年
在
學
さ
れ
た
と
い
う
年
敷
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
攣
則
な
學
生
生
活
を
も
た
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
進
學
過
程
が
示
す
よ
う
に
必
ず
し
も
順
境
に
の
み
あ
つ
た
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
が
、
學
者
と
し
て
最
高
の

地
位
で
あ
る
、
日
本
學
士
院
會
員
に
推
畢
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
教
授
の
豊
か
な
天
分
に
も
よ
る
こ
と
勿
論
で
は
あ
る
が
、
教
授
の
異
常

な
努
力
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
は
、
到
底
考
え
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
學
ぶ
べ
き
不
擁
不
屈
の
精
紳
が
あ
り
、

洗
練
さ
れ
た
江
戸
っ
子
か
た
ぎ
の
、
負
け
じ
魂
が
あ
る
。

　
大
正
六
年
七
月
、
濁
法
科
を
卒
業
せ
ら
れ
る
と
、
教
授
は
同
年
九
月
、
早
稻
田
大
學
の
大
學
院
に
入
學
さ
れ
、
翌
七
年
に
は
辮
護
士
試

験
に
合
格
さ
れ
て
い
る
。
私
が
始
め
て
教
授
の
風
貌
に
接
し
た
の
は
、
こ
の
大
學
院
に
入
學
さ
れ
た
、
恐
ら
く
は
第
一
週
目
の
時
間
で
あ

つ
た
で
あ
ら
う
、
遊
佐
教
授
憺
任
の
「
民
法
實
習
」
の
時
問
で
あ
る
。
人
は
第
一
印
象
ほ
ど
、
心
に
強
く
灼
き
付
く
も
の
は
な
い
。
そ
れ

以
來
、
四
十
年
に
近
い
年
月
が
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
も
、
先
輩
教
授
と
し
て
教
授
の
研
究
室
に
、
そ
の
教
を
乞
う
て
論

議
に
耽
け
る
と
き
、
突
如
と
し
て
脳
裡
に
あ
り
あ
り
と
浮
び
來
る
の
は
、
そ
の
と
き
の
教
授
の
學
究
態
度
で
あ
る
。

　
遊
佐
教
授
の
民
法
實
習
は
、
大
學
部
法
學
科
と
專
門
部
法
律
科
の
第
二
學
年
に
配
當
さ
れ
て
い
た
随
意
科
目
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
當

時
は
、
す
べ
て
の
講
義
が
合
併
講
義
で
も
あ
つ
た
し
、
ま
た
、
學
年
始
め
の
民
法
實
習
に
封
す
る
學
生
の
好
奇
心
も
手
傳
つ
て
か
、
學
生

は
教
室
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
與
え
ら
れ
た
問
題
は
、
あ
る
政
治
家
を
後
援
す
る
た
め
に
、
一
般
か
ら
寄
附
金
を
募
集
し
て
い
た
O
O
後
援

、
會
の
委
員
の
一
人
が
、
そ
の
保
管
中
の
寄
附
金
の
一
部
を
自
己
の
利
盆
の
た
め
に
勝
手
に
流
用
し
た
場
含
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
法
律
關

係
が
生
ず
る
か
、
と
い
つ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
二
學
年
に
な
つ
た
ぼ
か
り
の
私
た
ち
の
研
究
護
表
は
、
留
學
か
ら
蹄
朝
さ
れ
て
間

も
な
い
、
営
時
の
少
批
教
授
、
遊
佐
先
生
濁
特
の
「
信
託
法
理
論
」
に
よ
つ
て
、
完
膚
な
き
ま
で
に
論
駁
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
寂
と
し



て
聲
な
し
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
立
ち
上
つ
た
一
人
の
學
生
が
あ
つ
た
。
そ
の
學
生
は
、
公
募
寄
附
金
の
性
格
と
か
、
寄
附
金
所
有
灌
の

露
属
と
か
、
と
い
つ
た
黙
か
ら
、
背
任
罪
か
横
領
罪
か
、
横
領
罪
と
し
て
も
軍
純
横
領
か
、
業
務
横
領
か
、
と
い
つ
た
刑
法
の
領
域
に
ま

で
わ
た
つ
て
、
遊
佐
先
生
と
堂
々
と
論
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
關
係
所
有
灌
説
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
、
盛
に
使
わ
れ
た
よ
う
に
記
憶

す
る
。
教
室
は
、
こ
の
一
學
生
と
遊
佐
先
生
の
華
却
し
い
論
戦
に
歴
倒
さ
れ
て
、
た
れ
一
人
横
槍
を
入
れ
よ
う
と
す
る
者
も
な
か
つ
た
。

そ
の
學
生
の
雄
々
し
い
奮
闘
ぶ
り
と
、
き
び
ぎ
び
し
た
態
度
と
は
、
若
き
日
の
私
の
憧
れ
の
的
と
な
つ
て
、
彊
く
印
象
さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
異
彩
を
放
つ
た
學
生
こ
そ
、
後
の
中
村
宗
雄
教
授
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
辮
護
士
試
験
に
合
格
さ
れ
た
教
授
は
、
直
ち
に
岸
清
一
博
士
の
法
律
事
務
所
で
、
辮
護
士
事
務
を
修
習
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大

正
九
年
七
月
、
民
事
訴
訟
法
を
專
攻
す
る
た
め
、
早
稻
田
大
學
か
ら
海
外
に
留
學
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
け
だ
し
そ
の
年
の
四
月
、
早
稻
田
大

學
は
名
實
と
も
に
「
大
學
令
」
に
よ
る
大
學
と
な
つ
た
の
で
、
專
任
教
員
の
養
成
と
い
う
こ
と
が
彊
く
要
請
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
教
授
は
ウ
イ
ー
ン
（
填
）
に
お
い
て
ニ
ケ
年
牛
、
ケ
ル
ゼ
ン
教
授
及
び
シ
ュ
ペ
ル
教
授
の
指
導
の
下
に
研
究
を
綾
け
ら
れ
、

そ
の
後
、
佛
・
濁
・
瑞
・
英
に
司
法
制
度
や
大
學
制
度
を
調
査
し
、
大
い
に
族
嚢
を
豊
か
に
し
て
、
大
正
十
二
年
八
月
露
朝
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　
蹄
朝
さ
れ
て
か
ら
後
の
、
教
授
の
活
躍
さ
れ
た
領
域
は
、
人
も
知
る
如
く
極
め
て
廣
く
且
つ
深
く
、
從
つ
て
そ
の
業
績
も
年
と
と
も
に

愈
々
盆
々
多
面
的
で
あ
つ
て
、
到
底
こ
こ
に
一
々
記
述
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
年
代
順
に
職
歴
と
研
究
歴
と
を
綜
合
的

に
示
す
だ
け
に
止
め
る
が
、
も
し
、
私
の
最
も
敬
服
し
て
い
る
黙
を
撃
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
教
授
が
一
方
で
は
世

間
的
な
仕
事
を
な
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
眞
摯
な
研
究
に
よ
つ
て
偉
大
な
學
問
的
業
績
を
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
實
務
と
研
究
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と
は
爾
立
し
得
な
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
教
授
の
場
合
は
、
實
務
的
才
腕
と
學
問
的
情
熱
と
を
、
そ
の
完
全
な
姿
に
お

い
て
、
見
事
に
爾
立
さ
せ
て
、
二
つ
の
世
界
に
輝
か
し
い
業
蹟
を
撃
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
兎
を
追
つ
て
二
兎
を
獲
る
。
周
到
な
用
意
と
細

心
の
注
意
と
を
も
つ
て
、
事
に
當
る
の
で
な
け
れ
ば
、
到
底
な
し
途
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
教
授
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
下
旬
日
本
學
術
會
議
代
表
と
し
て
國
際
比
較
法
學
會
へ
出
席
、
同
時
に
全
國
大
學
教
授
連
合
の

代
表
と
し
て
國
際
大
學
教
授
連
合
第
八
回
総
會
に
臨
ま
れ
、
ま
た
、
法
務
省
、
最
高
裁
到
所
、
衆
議
院
法
務
委
員
會
、
日
本
法
律
家
協
會
、

大
藏
省
主
税
局
等
の
依
頼
に
よ
り
、
英
・
濁
・
佛
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
イ
ス
等
各
國
の
憲
法
裁
到
所
・
行
政
裁
到
所
・
租
視
裁
到
所
等

の
調
査
な
ら
び
に
各
國
の
大
學
を
硯
察
さ
れ
、
特
に
英
國
で
は
、
文
部
省
や
大
學
助
成
委
員
會
を
訪
れ
る
な
ど
、
各
國
の
大
學
教
育
の
現

欺
と
政
府
の
大
學
援
助
欺
況
を
つ
ぶ
さ
に
調
査
し
、
十
月
十
二
日
に
蹄
朝
さ
れ
た
。
そ
の
肚
者
を
凌
ぐ
元
氣
を
も
つ
て
、
蹄
朝
講
演
に
、

執
筆
に
寧
日
な
き
有
檬
で
あ
る
。
殊
に
、
教
授
が
残
さ
れ
つ
つ
あ
る
研
究
業
績
と
研
究
施
設
は
、
早
稻
田
大
學
講
師
の
御
令
息
に
そ
の
ま

ま
承
縫
さ
れ
て
、
父
子
相
携
え
て
、
研
究
に
精
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
羨
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
教
授
が
學
究

生
活
と
家
庭
生
活
と
を
見
事
に
爾
立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
後
輩
の
學
ぶ
べ
き
黙
が
あ
る
。

経

歴

大
正
四
年

　
　
七
月
　
早
稻
田
大
學
專
門
部
政
治
趣

　
　
　
濟
科
卒
業

大
正
六
年

　
　
七
月

早
稻
田
大
學
大
學
部
法
學
科

業

績

醗
課
　
ゲ
ル
ダ
ー
ト
原
著
・
英
法
原
理
（
早
稻
田
圖
書
出
版
協
會
）
ー
ハ
マ
ー
ト
ン
原
著
・

　
　
イ
ン
タ
ー
コ
τ
ス
・
井
上
歌
郎
氏
と
共
課
（
早
稻
田
圖
書
出
版
協
會
）
九
月

ヒ
ュ
ー
マ
ン



　
　
濁
法
科
卒
業

九
月
　
早
稻
田
大
學
研
究
科
在
學

　
　
（
大
正
七
年
七
月
迄
）

大
正
七
年

　
一
二
月
　
辮
護
士
試
験
合
格

　
　
　
　
辮
護
士
名
簿
登
録

大
正
八
年

　
　
一
月
　
岸
法
律
事
務
所
に
て
辮
護
士

　
　
　
　
事
務
修
習
（
大
正
九
年
四
月
迄
）

大
正
九
年

　
　
五
月
　
辮
護
士
名
簿
登
録
取
清

　
　
七
月
　
留
學
の
た
め
渡
激
（
主
と
し

　
　
　
　
て
ウ
ィ
ー
ン
大
學
に
お
い
て
勉

　
　
　
　
學
、
大
正
一
二
年
八
月
蹄
朝
）

大
正
一
二
年

　
　
九
月
　
早
稻
田
大
學
講
師
に
囑
任
さ

　
　
　
　
る

　
一
二
月
　
早
稻
田
大
學
助
致
授
に
囑
任

　
　
　
　
さ
る

大
正
一
三
年

　
一
二
月
　
早
稻
田
大
學
教
授
に
囑
任
さ

　
　
　
　
れ
、
現
在
に
至
る

大
正
一
四
年

論著
丈書

民
事
訴
訟
法
要
論
中
巻
第
一
分
冊
（
敬
丈
堂
）
一
二
月

「
モ
ヲ
ト
リ
ウ
ム
」
二
關
ス
ル
砺
究
（
早
法
三
巻
）
一
一
月

著
書
　
民
事
訴
訟
法
要
論
中
巻
第
二
分
冊
（
敬
丈
堂
）
二
月
（
第
一
分
冊
と
合
本
同
第
二
巷
と
し
て
刊
行
）

中
村
宗
雄
教
授
の
こ
と

五
八
一



中
村
宗
雄
教
授
の
こ
と

五
八
二

一
二
月
　
早
稻
田
大
學
法
學
部
教
務
主

　
　
任
に
囑
任
さ
る
（
昭
和
一
七
年

　
　
七
月
迄
）

大
正
一
五
年

昭
和
二
年

昭
和
三
年

昭
和
四
年

昭
和
五
年

昭
和
六
年

昭
和
七
年

昭
和
八
年

昭
和
九
年

論
丈
　
填
地
利
民
事
訴
訟
記
録
二
就
テ
・
記
録
原
丈
添
付
（
早
法
五
巻
）
コ
一
月

醗
課
　
ゲ
ル
ダ
ー
ト
原
著
・
英
法
原
理
・
中
村
彌
三
次
氏
と
共
課
（
敬
丈
堂
）

そ
の
他
　
早
稻
田
法
學
第
五
巻
編
輯
櫓
當
（
引
績
き
第
一
七
巻
〔
昭
和
日
三
年
〕
ま
で
編
輯
、

　
　
　
法
學
別
冊
九
研
〔
昭
和
五
～
一
四
年
〕
編
輯
）

別
に
早
稻
田

著
書

論
丈

民
事
訴
訟
法
第
三
巻
・
帥
谷
健
夫
氏
と
共
著

堂
）
五
月

民
事
訴
訟
法
改
正
ノ
要
旨
ト
其
批
評
（
一
）

（
敬
丈
堂
）
二
月
－
民
事
訴
訟
法
要
論
第
一
巻
（
敬
丈

（
早
法
六
巻
）
　
一
二
月

論
丈

七再
月ビ

「
モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
」
二
就
テ
（
早
法
七
巷
）
七
月
ー
陪
審
制
度
と
其
公
判
の
機
微
（
早
法
七
巻
）

論著
丈書

教
材
民
事
訴
訟
記
録
・
神
谷
健
夫
氏
と
共
編
（
敬
丈
堂
）
四
月

民
事
訴
訟
法
改
正
ノ
要
旨
ト
其
批
評
（
二
）
（
早
法
八
巻
）
一
月

著
虫
周
　
改
正
民
事
訴
訟
法
要
論
上
巻
（
敬
丈
堂
）

一
〇
月

論著
文書

改
正
民
事
訴
訟
法
評
繹
（
巖
松
堂
）
三
月

民
事
訴
訟
法
改
正
ノ
要
旨
ト
其
批
評
（
三
）

（
早
法
一
〇
巻
）
三
月

論著
丈書

改
正
民
事
訴
訟
法
要
論
下
巻
（
敬
丈
堂
）
九
月
－
改
正
民
事
訴
訟
法
講
義
案

民
事
訴
訟
法
改
正
ノ
要
旨
ト
其
批
評
（
四
）
（
早
法
一
一
巻
）
三
月

（
敬
丈
堂
）
一
一
月

講
演
　
財
界
非
常
時
に
於
け
る
経
濟
立
法
（
於
・
東
京
朝
日
講
堂
）
一
〇
月

論i著
丈書

そ
の
他

民
事
訴
訟
法
要
論
〔
増
補
改
訂
〕
（
敬
丈
堂
）
四
月

財
界
非
常
時
に
於
け
る
趣
濟
立
法
（
早
法
會
誌
一
號
）
二
月
i
民
事
訴
訟
開
始
の
私
法
上
の
敷
果

（
早
法
一
三
巷
）
八
月

　
早
稻
田
大
學
法
學
部
會
誌
第
一
號
編
輯
（
引
綾
き
第
二
號
〔
昭
和
九
年
〕
編
輯
）

論
丈

辮
護
士
法
を
廻
る
諸
問
題
（
早
大
出
版
部
講
義
録
）
ー
原
本
．
謄
本
・
抄
本
・
正
本
（
岩
波
．
法
律

學
辮
典
1
）
二
一
月



昭
和
一
〇
年

昭
和
二
年

昭
和
一
二
年

そ
の
他
岸
涛
二
先
座
を
憶
う
（
早
法
會
誌
二
號
）
四
月

著
書

論
丈

そ
の
他

民
事
訴
訟
記
録
　
紳
谷
・
千
種
氏
と
共
著
（
敬
丈
堂
）
四
月
ー
改
正
民
事
訴
訟
要
論
中
巻
（
敬
丈
堂
）

一
月

民
事
訴
訟
法
上
の
公
開
主
義
、
口
頭
主
義
、
口
頭
辮
論
、
準
備
書
面
、
準
備
手
績
、
（
民
事
訴
訟
法
上

の
）
除
斥
・
忌
避
・
回
避
（
岩
波
・
法
律
學
融
典
皿
）
六
月
ー
大
審
院
判
例
批
評
（
民
商
法
一
巻
三

號
）
三
月
（
引
綾
き
現
在
ま
で
約
六
十
件
執
筆
、
そ
の
一
部
は
判
例
民
事
訴
訟
法
研
究
第
一
巻
〔
昭

和
一
四
年
〕
に
牧
載
）

　
岸
溝
一
訴
訟
記
録
集
民
事
編
第
二
輯
編
輯
櫓
當
（
引
綾
き
同
第
四
・
六
輯
〔
昭
和
二
年
〕
編
輯
）

論
丈

そ
の
他

訴
の
攣
更
と
請
求
の
基
礎
（
一
～
三
）
　
（
民
商
法
三
巻
一
～
三
號
）
一
～
三
月
－
辮
護
士
制
度
の
研

究
（
一
×
早
法
一
五
巻
）
二
月
f
（
民
事
訴
訟
法
上
の
）
直
接
（
審
理
）
主
義
（
岩
波
・
法
律
學
鮮

典
W
）
三
月
ー
民
事
訴
訟
に
影
け
る
請
求
穰
の
競
合
（
早
大
新
聞
）
六
月
ー
實
盤
法
學
と
訴
訟
法
學

と
の
關
係
（
關
東
學
生
法
學
連
盟
會
報
）
一
二
月

　
討
論
會
の
今
昔
（
法
の
友
二
號
）
二
月
i
ウ
ィ
ー
ン
大
學
の
想
い
で
（
早
大
新
聞
）
　
〔
マ
ル
ク
ス

主
義
理
論
・
牧
載
〕
四
月
r
或
る
検
事
の
話
（
早
大
新
聞
）
二
月

論著
丈書

そ
の
他

民
事
訴
訟
法
原
理
第
一
巻
（
敬
丈
堂
）
三
月

豫
審
判
事
の
謹
言
拒
絶
を
廻
ぐ
る
問
題
批
判
（
丁
二
×
法
律
新
報
四
七
五
・
六
號
）
〔
實
艦
法
學
・

収
載
〕
六
月
－
辮
護
士
制
度
に
就
て
（
一
～
四
）
（
法
律
新
聞
四
一
八
六
～
九
）
〔
實
艦
法
學
・
牧
載
〕

一
〇
月

　
ケ
ル
ゼ
ン
敏
授
の
面
影
（
早
大
新
聞
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
二
月
ー
豫
審
判
事
の
謹
君

拒
絶
問
題
（
早
大
新
聞
）
六
月
ー
現
代
青
年
の
常
識
（
早
大
新
聞
）
六
月
ー
講
演
・
訴
と
請
求
（
於
・

訴
訟
法
學
會
）
一
〇
月

昭
和
一
三
年

“｝

蕃論
丈

そ
の
他

民
事
訴
訟
法
講
義
案
下
巻
（
敬
丈
堂
）
一
一
月
ー
強
制
執
行
法
（
敬
丈
堂
）
一
〇
月

訴
釈
に
於
け
る
営
事
者
表
示
と
當
事
者
の
確
定
（
一
・
二
）
（
民
商
法
七
巷
二
二
二
號
）

請
求
の
意
義
鼓
に
其
の
相
關
關
係
（
一
×
早
法
一
七
巻
）
九
月

　
農
地
調
整
法
に
就
て
（
早
大
新
聞
）
　
一
一
月

三
月
ー
訴
と

仲
村
宗
錐
教
授
の
こ
と

五
八
三



中
村
宗
雄
教
授
の
こ
と

五
八
鴎

昭
和
一
四
年

昭
和
一
五
年

昭
和
一
六
年

　
　
八
月
法
學
博
士
の
學
位
を
受
く

　
　
　
　
（
早
稻
田
大
學
）

昭
和
一
七
年

　
　
七
月
　
早
稻
田
大
學
專
間
部
法
律
科

　
　
　
　
長
に
囑
任
さ
る
（
昭
和
一
九
年

著
書

論
文

そ
の
他

民
事
訴
訟
法
・
人
事
訴
訟
手
績
法
（
三
笠
書
房
）
六
月
－
判
例
民
事
訴
訟
研
究
第
一
巻
（
巖
松
堂
）

六
月

農
地
調
整
法
其
の
他
農
事
關
係
立
法
に
就
て
（
早
法
會
誌
七
號
、
職
時
騰
制
法
講
話
に
再
録
）
二
月

ー
法
律
學
上
に
於
け
る
訴
訟
法
の
地
位
（
早
大
出
版
部
講
義
録
）
四
月
－
訴
と
請
求
の
意
義
拉
に
其

の
相
關
關
係
（
二
完
）
（
早
法
一
八
巻
）
一
一
月

　
中
村
万
吉
著
「
民
法
通
論
」
の
修
補
ー
中
村
万
吉
先
生
の
思
い
出
（
法
の
友
五
號
）
一
月
！
中
村

萬
吉
先
生
を
憶
う
（
早
法
會
誌
七
號
）
二
月

論著
丈書

そ
の
他

強
制
執
行
法
（
早
大
出
版
部
講
義
録
）

最
近
の
調
停
立
法
（
早
法
會
誌
八
號
）
二
月
i
確
定
判
決
の
既
判
力
・
其
の
意
義
並
に
本
質
（
早
法

一
九
巻
）
四
月

　
中
村
萬
吉
博
士
追
悼
記
念
論
丈
集
嚢
刊
の
辮
（
早
法
一
九
巻
）
四
月
ー
私
に
は
讃
書
が
仕
事
で
あ

る
（
早
大
新
聞
）
五
月
ー
職
箏
と
良
心
（
早
大
新
聞
）
七
月

論著
文書

そ
の
他

法
學
通
論
（
早
大
出
版
部
講
義
録
）

民
事
訴
訟
改
革
の
理
論
と
其
の
方
法
（
一
～
三
）
（
民
商
法
二
二
巻
一
～
三
號
）
一
～
三
月
ー
司
法
制

度
特
に
民
事
訴
訟
制
度
と
辮
護
士
制
度
の
改
革
（
正
義
）
　
〔
實
髄
法
學
・
牧
載
〕
ご
月
ー
日
本
民
事

訴
訟
法
學
の
盤
系
理
論
（
早
法
二
〇
巻
）
ー
農
地
開
嚢
法
（
早
大
出
版
部
講
義
録
）
九
月
ー
改
正
民

事
立
法
・
農
地
開
嚢
法
（
新
立
法
の
動
向
第
一
輯
）
九
月

　
理
念
と
制
度
と
の
諸
問
題
（
早
大
新
聞
）
一
月
ー
書
評
・
村
松
俊
夫
氏
「
民
事
裁
鋼
の
研
究
」
を

讃
む
（
法
律
時
報
一
三
巷
三
號
）
三
月
ー
法
科
最
近
十
ケ
年
の
回
顧
（
早
法
二
〇
巻
）
七
月
ー
日
本

的
蓮
法
精
憩
の
涌
養
（
早
稻
田
學
報
）
九
月
f
講
演
・
裁
判
に
お
け
る
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義

（
於
・
丈
部
省
諸
學
振
興
會
）
九
月

著
書

民
事
訴
訟
法
・
人
事
訴
訟
手
績
法
（
改
版
×
三
笠
書
房
）
一
月
ー
民
事
訴
訟
法
要
論
第
一
巻
（
敬
丈

堂
）
四
月
－
破
産
法
講
義
案
（
久
野
書
店
）
五
月
－
訴
訟
法
學
の
騰
系
と
訴
訟
改
革
理
諭
（
巖
松
堂
）

七
月
－
民
事
訴
訟
法
講
義
中
巻
（
敬
丈
堂
）
九
月



一
二
月
迄
）

昭
和
一
八
年

　
　
四
月
未
よ
り
六
月
上
旬
ま
で
満
洲
、

　
　
　
支
那
方
面
へ
族
行
、
各
地
の
司
法

　
　
　
制
度
を
親
察
す

昭
和
｝
九
年

　
二
一
月
　
早
稻
田
大
學
法
學
部
長
に
囑

　
　
　
　
任
さ
る
（
昭
和
二
〇
年
一
〇
月

　
　
　
　
迄
）

昭
和
二
〇
年

昭
和
一
コ
年

　
　
　
　
早
稻
田
大
學
法
學
會
會
長
に
囑

　
　
　
　
任
さ
れ
、
現
在
に
至
る

　
一
〇
月
　
山
局
警
試
験
臨
蒔
委
員
（
昭
和

　
　
　
　
二
三
年
よ
り
司
法
試
験
考
査
委

　
　
　
　
員
）
に
委
囑
さ
る
（
昭
和
二
五

　
　
　
　
年
迄
）

論
文

そ
の
他

職
時
に
於
け
る
民
事
特
別
措
置
（
民
商
法
一
五
巻
四
號
）
四
月
－
實
燈
法
學
と
訴
訟
法
學
（
法
律
時

報
一
四
巻
九
號
）
〔
實
禮
法
學
・
牧
載
〕
九
月
－
裁
判
所
構
成
法
職
時
特
例
・
職
時
民
事
特
別
法
（
新

立
法
の
動
向
第
二
輯
）
二
月
ー
裁
判
の
合
理
性
と
非
合
理
性
（
齊
藤
博
士
還
暦
記
念
・
法
と
裁
到
）

〔
實
盤
法
學
・
牧
載
〕
二
一
月

　
新
た
な
る
勢
作
へ
向
へ
（
早
大
新
聞
）
九
月
－
時
局
と
人
心
（
早
大
新
聞
）
一
一
月

論i著
丈書

そ
の
他

纒
國
法
制
通
論
（
東
山
堂
）
三
月

法
律
學
に
於
け
る
封
象
と
し
て
の
コ
訴
訟
」
の
意
義
（
法
曹
公
論
五
〇
一
號
）
〔
・
賀
燈
法
學
9
牧
載
〕

一
月
－
漏
洲
國
民
事
訴
訟
法
評
繹
（
早
法
二
一
巻
）
二
月
－
裁
判
の
敷
力
（
満
洲
國
法
曹
雑
誌
一
〇

巻
二
號
）
八
月
－
裁
判
の
合
理
性
と
非
合
理
性
（
日
本
諸
學
研
究
報
告
特
輯
七
號
）
九
月

　
專
問
部
法
律
科
長
就
任
挨
拶
（
法
の
友
九
號
）
四
月
～
中
國
の
國
民
性
（
早
稻
田
學
報
）
七
均
ー

蒋
介
石
の
這
入
つ
た
防
室
壕
（
早
大
新
聞
）
七
月
ー
残
留
學
徒
に
要
望
す
る
（
早
大
新
聞
）
一
二
月

論
説
　
專
問
部
教
育
の
使
命
（
早
大
新
聞
）
四
月

著
書
　
法
學
通
論
（
改
訂
版
）
（
早
大
出
版
部
）
二
一
月

そ
の
他
　
寺
尾
元
彦
博
士
追
悼
誰
念
論
丈
集
刊
行
の
蹴
（
早
法
二
二
巷
）
三
月
ー
早
稻
田
法
學
第
二
二
巻
編

　
　
　
輯
三
月

論
丈

司
法
制
度
の
民
主
化
（
法
律
時
報
一
八
巻
六
號
）
〔
實
盤
法
學
・
牧
載
〕
六
月
f
紳
の
裁
剣
か
ら
人

間
の
裁
判
へ
（
法
律
丈
化
二
巻
三
～
五
合
併
號
）
〔
、
貿
禮
法
學
・
牧
載
〕
八
月

中
村
古
石
罐
歌
授
の
こ
乏

王
八
五



中
村
宗
雄
教
授
の
こ
ど

五
八
六

昭
和
二
二
年

　
　
四
月
　
日
本
大
學
法
文
學
部
講
師
に

　
　
　
　
囑
任
さ
れ
、
現
左
■
に
至
る

　
　
六
月
　
内
閣
新
聞
出
版
用
紙
割
當
委

　
　
　
　
員
（
昭
和
二
四
年
一
月
迄
）

昭
和
二
三
年

　
一
二
月
　
日
本
學
術
會
議
第
二
部
會
員

　
　
　
　
に
當
選
（
關
東
地
匿
）

昭
和
二
四
年

　
　
八
月
丈
部
省
國
語
審
議
會
委
員
（
公

　
　
　
　
用
丈
法
律
用
語
部
會
長
）
に
囑

　
　
　
　
任
せ
ら
る
（
昭
和
二
八
年
迄
）

　
一
〇
月
　
日
本
學
士
院
會
員
に
選
定
せ

　
　
　
　
ら
る

　
一
二
月
法
制
審
議
會
民
事
訴
訟
法
部

　
　
　
　
會
委
員
に
囑
任
せ
ら
る

昭
和
二
五
年

　
一
二
月
　
日
本
學
術
會
議
第
二
部
會
員

　
　
　
　
に
嘗
選
（
關
東
地
雇
）

論著
文書

民
事
訴
訟
法
上
巻
（
早
大
出
版
部
）
一
月
－
民
事
訴
訟
法
下
巻
（
早
大
出
版
部
）
七
月

新
憲
法
下
に
お
け
る
最
高
裁
剣
所
の
機
能
（
法
律
タ
イ
ム
ス
一
巻
六
・
七
合
併
號
）
〔
實
鐙
法
學
・
収

載
〕
一
〇
月

著
書

論
丈

そ
の
他

法
制
通
論
（
敬
丈
堂
）
六
月
ー
實
艦
法
學
と
訴
訟
法
學
（
朝
倉
書
店
）
六
月
－
民
法
総
期
上
巷
（
早

大
出
版
部
）
一
帰
月

近
代
法
學
の
特
質
と
そ
の
動
向
・
實
盤
法
學
と
訴
訟
法
學
と
の
相
補
關
係
に
つ
い
て
（
法
律
新
報
七

四
二
號
）
　
〔
實
燈
法
學
・
牧
載
〕
一
月
ー
裁
判
の
敷
力
（
早
法
二
三
巻
）
三
月
ー
人
身
保
護
法
の
分

析
と
批
判
（
法
律
丈
化
三
巻
七
・
八
合
併
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
七
月

　
早
稻
田
法
學
再
刊
の
嚇
（
早
法
二
三
巻
）
三
月

論著
文書

そ
の
他

改
正
民
事
訴
訟
法
（
敬
丈
堂
）
六
月
ー
訴
と
請
求
拉
に
既
剣
力
（
乾
元
祉
）
一
〇
月

訴
訟
審
理
の
重
鮎
と
審
級
の
整
理
（
法
曹
新
聞
二
七
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
一
月
－

民
事
訴
訟
制
度
改
革
の
動
向
と
そ
の
基
本
問
題
（
法
律
新
報
七
五
三
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・

牧
載
〕
三
月
ー
生
産
管
理
と
公
共
の
薦
祉
・
裁
判
理
諭
を
中
心
と
し
て
（
勢
働
と
勢
働
法
創
刊
號
）

〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
収
載
〕
三
月
ー
民
事
訴
訟
に
お
け
る
一
元
観
と
二
元
観
（
早
法
二
四
巻
三
・

四
合
冊
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
三
月
ー
民
事
訴
訟
を
め
ぐ
る
回
顧
と
展
望
（
法
律
タ
イ

ム
ス
三
巻
二
・
三
合
併
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
六
月
f
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
訴
訟
法
學

（
法
律
丈
化
四
巻
一
丁
二
一
合
併
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
コ
月
ー
民
事
訴
訟
法
學

の
襲
達
過
程
と
そ
の
現
況
（
早
法
二
五
巻
二
冊
）
二
月

　
裁
判
と
椹
威
（
早
稻
田
學
報
七
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
牧
載
〕
三
月
ー
日
本
學
術
會
議
（
ユ

ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
一
號
）
〔
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
・
収
載
〕
六
月
ー
民
事
訴
訟
法
（
回
顧
と
展
望
）
（
日

本
の
人
丈
科
學
・
人
丈
特
集
號
）
七
月

署
書

論
丈

民
法
（
敬
丈
堂
）
九
月
－
訴
訟
法
學
（
評
論
耐
）
六
月
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
訴
訟
法
學
（
法
律

丈
化
肚
）
六
月

最
高
裁
判
所
の
負
罐
輕
減
と
訴
訟
制
度
の
改
革
（
早
法
二
五
巻
三
・
四
合
冊
）
六
月
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昭
和
二
六
年
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日
本
學
術
會
議
第
二
部
長
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當
選

昭
和
二
七
年

論著
丈書

一
そ
の
他

法
學
通
論
（
敬
丈
堂
）
四
月

賀
鎧
法
學
と
訴
訟
法
學
の
相
補
欄
係
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つ
い
て
（
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友
會
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創
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）
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ご
三
月
ー
訴
訟

法
學
の
立
場
か
ら
み
た
實
髄
法
學
の
學
問
的
方
法
と
そ
の
構
造
と
に
封
す
る
疑
義
（
早
法
二
六
巻
四

冊
）
六
月
！
訴
訟
法
學
の
立
場
か
ら
の
實
艦
法
學
批
剣
（
私
法
五
號
）
一
〇
月
ー
法
學
と
自
然
科
學

と
の
方
法
論
的
連
關
（
日
本
學
士
院
紀
要
九
巻
三
號
）
一
一
月

　
民
事
訴
訟
法
・
法
律
學
の
學
び
方
（
法
律
時
報
…
二
巻
四
號
）
四
月
ー
報
告
・
法
學
と
自
然
科
學

と
の
方
法
論
的
蓮
關
（
於
・
日
本
學
士
院
総
會
）
一
一
月

諭
丈

そ
の
他

自
然
科
學
に
よ
る
法
學
の
學
問
騰
系
へ
の
示
唆
（
早
法
二
七
巻
一
・
二
合
冊
）
　
一
月
ー
民
事
訴
訟
法

學
の
過
去
及
び
現
在
・
そ
の
丈
献
と
業
績
の
調
査
（
早
法
二
七
巻
一
・
二
合
冊
）
一
月
ー
民
事
訴
訟

法
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改
正
審
議
（
早
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四
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）
三
月
ー
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法
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講
座
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・
法
律
丈
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砒
）
六
且
ー
民
事
訴

訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
（
民
商
法
二
七
巻
三
號
）
六
月
－
破
産
法
及
び
和
議
法
の
改
正
（
法
律
時
報

二
四
巻
八
號
）
八
月
ー
現
行
民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
（
法
學
新
報
五
九
巷
一
二
號
加

藤
先
生
追
悼
號
）
一
二
月
ー
民
事
訴
訟
の
制
度
と
理
諭
・
そ
の
震
展
過
程
に
お
け
る
相
關
性
（
早
法

二
八
巻
）
二
一
月

　
研
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組
織
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整
備
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化
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號
）
六
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富
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昭
和
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八
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一
二
月
　
日
本
學
術
會
議
第
二
部
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員

　
　
　
　
に
當
選
（
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東
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）

昭
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四
月
－
民
法
物
穫
編
（
講
義
案
）
上
巻
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）
四
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巷
（
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丈
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）
四
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－
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〇
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日
本
學
士
院
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訴
訟
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け
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〔
實
騰
法
學
・
故
載
〕
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び
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マ
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義
理
論
・
収
載
〕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
當
該
論
文
が
、
そ
の
後
論
交
集
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實
燈
法
學
と
訴
訟
法
墨
」
（
朝
倉
書
店
・
昭
和
二
三
年
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狸
論
と
訴
訟
法
畳
（
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律
文
化
轍
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昭
和
二
五
年
）
に
敦
載
さ
れ
凌
こ
と
を
示
す
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